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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　三次元走査のための超音波診断撮像システムであって：
　複数のトランスジューサ要素を有するアレイトランスジューサ；
　前記アレイトランスジューサが複数の送信ビームを用いてボリューム領域を走査するよ
うにし、送信ビームに応じてエコー情報を受信するようにする、前記アレイトランスジュ
ーサに結合されたビームフォーマであって、該ビームフォーマは該ビームフォーマにより
送信及び受信されるビームの点広がり関数を制御する、ビームフォーマ；
　前記エコー情報に応じて画像信号を生成する前記ビームフォーマに結合された画像処理
器；及び
　前記画像処理器に結合されたディスプレイ；
　を有する超音波診断撮像システムであり、
　前記ビームフォーマにより生成された送信ビームは、前記ボリューム領域が第１ライン
密度を用いて走査されるときに第１点広がり関数を、そして前記ボリューム領域が第２ラ
イン密度を用いて走査されるときに第２点広がり関数を示し；
　前記点広がり関数は、前記ボリューム領域のパルス－エコー空間サンプリングの焦点領
域において双方向空間応答を有し；
　前記点広がり関数は方位角及び仰角の両方において適切な空間サンプリングを提供する
ように設定され；
　前記第１ライン密度及び前記第２ライン密度を用いて前記ボリューム領域を走査すると
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き、隣接するビームが実質的に同じ強度レベルで重なり合う；
　超音波診断撮像システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の超音波診断撮像システムであって、前記送信ビームは、第１ライン密
度を用いて前記ボリューム領域を走査するときに前記焦点において比較的狭いビームプロ
ファイルを示し、前記送信ビームは、前記第１ライン密度より疎な第２ライン密度を用い
て前記ボリューム領域を走査するときに前記焦点において比較的広いビームプロファイル
を示す、超音波診断撮像システム。
【請求項３】
　請求項２に記載の超音波診断撮像システムであって、前記送信ビームは、実質的に同じ
程度に前記ボリューム領域について空間サンプリングするためのナイキスト基準を満足す
る、超音波診断撮像システム。
【請求項４】
　請求項１に記載の超音波診断撮像システムであって、前記点広がり関数は、実質的に同
じ程度に前記ボリューム領域について空間サンプリングするためのナイキスト基準を満足
する、超音波診断撮像システム。
【請求項５】
　請求項１に記載の超音波診断撮像システムであって、前記ビーム点広がり関数は、方位
角範囲及び仰角範囲の両方を示し、点広がり関数は方位角範囲及び仰角範囲の両方におい
て対称的である、超音波診断撮像システム。
【請求項６】
　請求項１に記載の超音波診断撮像システムであって、ビーム点広がり関数は、方位角範
囲及び仰角範囲の両方を示し、点広がり関数は方位角範囲及び仰角範囲において非対称で
ある、超音波診断撮像システム。
【請求項７】
　ボリューム走査のための及びユーザインタフェースを有する超音波診断撮像システムに
おいて、ボリューム領域を空間的にサンプリングするように用いられる点広がり関数を決
定する方法であって：
　走査される前記ボリューム領域の所望の大きさを決定する段階；
　所望のボリューム取得レートを決定する段階；
　前記所望のボリューム取得レートにおいて前記所望の大きさの前記ボリューム領域を走
査するためのライン密度を計算する段階；及び
　前記ライン密度で方位角及び仰角の両方において前記ボリューム領域を適切に空間的に
サンプリングする前記ボリューム領域のパルス－エコー空間サンプリングの焦点領域にお
いて双方向空間応答を有し、隣接するビームが実質的に同じ強度レベルで重なり合うよう
に前記点広がり関数を計算する段階；
　を有する方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の方法であって、前記点広がり関数を計算する段階は、所望の程度に前
記ボリューム領域の空間サンプリングのためのナイキスト基準を満足する前記点広がり関
数を計算する手順を更に有する、方法。
【請求項９】
　請求項７に記載の方法であって：
　前記計算された点広がり関数を与える開口関数を決定する段階；
　を更に有する、方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載の方法であって、開口関数を決定する段階は、前記計算された点広がり
関数を与えるアクティブな開口についてのアポダイゼーション関数を決定する手順を更に
有する、方法。
【請求項１１】
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　請求項７に記載の方法であって、前記所望のボリューム取得レートを決定する段階は、
ディスプレイの前記ボリュームフレームレートを決定する手順を有する、方法。
【請求項１２】
　請求項７に記載の方法であって、前記点広がり関数を計算する段階は、所望の点広がり
関数に略反比例する開口関数を決定する手順を有する、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波診断撮像に関し、更に詳細には、音響サンプリング分解能、所望の出
力ライン密度及び超音波ボリューム撮像システムにおけるボリューム撮像レートの関係の
制御に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断撮像システムは、今日、ボリューム領域の三次元画像の生成のために人体の
ボリューム領域を走査することができる。二次元画像のプレーナ領域に比較して、ボリュ
ーム領域を走査するためには非常に多くのビームを必要とするため、ボリューム領域を走
査するために必要な時間は膨大であり、その結果、ボリューム画像が生成されるレートを
相対的に遅いものとしている。許容可能な画像レートを維持するための一方法は、心臓撮
像のような所定の手法のための名目ボリューム領域を走査するために用いられる送信ビー
ムの一定数を予め決定することである。名目ボリュームの深さより深い深さを含む画像フ
ィールドの深さをユーザが調節するとき、より深い深さからのエコーを受けるためには非
常に長い時間を必要とするために、フレームレートは減少する。より大きいボリューム領
域が走査されるように名目ボリュームの横方向の範囲をユーザが調節する場合、送信ビー
ムは、より大きいボリュームを走査するように更に広く広げられ、ビーム密度は減少する
。このようなビーム密度における減少は、ビーム密度が低減するためにボリューム領域の
空間アンダーサンプリングをもたらす。しかしながら、他のアプリケーションについては
、輪対画像アーティファクトが現れる。プレーナ領域又はボリューム領域の空間アンダー
サンプリングは画像における揺らぎの影響をもたらし、まるで、画像を格子又はスクリー
ンを通して見ているようになる。肝臓の病斑の検査のような特定の診断アプリケーション
においては、病状は、画像における肝臓のテクスチャの僅かな変化を識別することにより
しばしば診断される。超音波画像のスペックルパターンは、医師が肝臓の画像のスペック
ルパターンにおける僅かな変化を捜しているとき、その診断において重要な役割を果たす
ことが可能である。そのような僅かな違いは、空間アンダーサンプリングのシンチレーテ
ィングアーティファクト又は揺らぎアーティファクトによりマスキングされる可能性があ
る。従って、そのような診断が妨げられないように空間サンプリングアーティファクトを
回避する又は少なくとも制御することが望ましい。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　本発明の原理に従って、音響撮像点広がり関数の制御により空間サンプリングが制御さ
れる超音波ボリューム撮像システムについて開示している。例示としての実施形態におい
て、音響撮像点広がり関数は、所望のボリューム領域の空間サンプリングを得るためのボ
リューム領域のライン密度と組み合わされる。そのような制御により、空間サンプリング
アーティファクトの許容レベルが、ボリューム領域の大きさ又は形状が変化されるときに
維持されることが可能である。本発明の他の実施形態においては、音響出力の許容レベル
の範囲内で点広がり関数の制御により、より深い深さの走査を実行することが可能である
。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００４】
　先ず、図１を参照するに、理想的な超音波ビーム強度プロファイル５０が示されている
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。その強度プロファイル５０は、一定の最大強度における強度（振幅）を有し、ビームの
どちら側においてもゼロ強度に降下する矩形関数として示されており、理想的である。ビ
ームプロットの横座標は、この実施例においては、ビームが撮像視野の焦点の領域内の方
位角（クロスレンジ距離）（この実施例においては、２５．５ｍｍ乃至２６．０ｍｍ）に
おいて距離０．５ｍｍの広がりを有するように示されている。
【０００５】
　撮像視野において適切に間隔をおいてサンプリングするために、ナイキスト基準に適合
するように間隔をおいた複数のビームが送信される必要がある。図２は、撮像視野におい
て適切に間隔をおいてサンプリングするように、図１のビームに加えて送信される第２ビ
ームを示している。第２ビームは、破線で示された超音波ビーム強度プロファイル５２を
有する。第２ビーム強度プロファイルは、この実施例においては、２５．７５ｍｍから２
６．２５ｍｍまでの広がりを有するように示されている。第２ビームプロファイルは第１
ビームのプロファイルと５０％だけ重なり合うため、撮像視野は、この点でナイキスト基
準に適合するように空間的にサンプリングされ、それは、空間情報を２回サンプリングす
る頻度を要求する。撮像視野の全角度幅に渡るそのような連続したビームは全体の撮像視
野を適切にサンプリングする。
【０００６】
　図３は、２つのビームのビーム強度プロファイル５０及び５４を示し、ここで、それら
のビームは更に広く広がっている。それらのビーム強度プロファイルは、上記の実施例に
おけるものと同じ範囲であり、各々、方位角方向において０．５ｍｍの広がりを有してい
る。しかしながら、この実施例においては、ビームの中心間距離は、上記例における０．
２５ｍｍではなく、１ｍｍである。それらの広い２つのビームの間隔は、空間サンプリン
グについてのナイキスト基準を満足せず、そのようなビームサンプリングパターンは、空
間アンダーサンプリングに特徴的なシンチレーティングアーティファクト又は揺らぎアー
ティファクトを引き起こす。
【０００７】
　本発明の原理に従って、走査ビームがより広く間隔をおいているとき、ビームの空間点
広がり関数は、より大きいビームの中心間の間隔（出力ライン密度の減少）に対して責任
を負うように適合される。ここで用いるように、点広がり関数はパルス－エコーシーケン
スの双方向空間応答、即ち、空間サンプリングに用いられる送信ビーム及びその受信ビー
ムを参照する。点広がり関数は、用いられるトランスジューサ開口の大きさとその開口に
おいて用いられるアポダイゼーション（重み付け又は強度）関数とにより決定される。点
広がり関数を一般に示す図は、開口とビーム焦点における点広がり関数との間の一方向（
送信）関係を示す。ビームフォーカシングは、点広がり関数を規定するために用いられる
開口制御に加えて層状に重ね合わされることが可能であり、それは、一般に、メカニカル
レンズ又は電子遅延によりなされる。図４は、１ｍｍの中心間の間隔を有する２つのビー
ムについての２つのビーム強度プロファイル５６及び５８を示し、図３のビームと同様で
あるが、より広いビーム強度プロファイル（この実施例においては、２ｍｍ）を生成する
開口関数を有している。２つのビームの強度プロファイル５６及び５８は図２におけるよ
うに５０％だけ重なり合っていて、その結果、より広く間隔をおいたビームを有する撮像
領域の空間サンプリングについてのナイキスト基準を満たすことが理解できる。
【０００８】
　アレイトランスジューサにより送信される焦点面における超音波ビームのビーム強度プ
ロファイルは、上で説明した図におけるように矩形ではないが、より正弦波形状であり、
そして、開口の有限の大きさのために、図５のビーム強度プロファイル６０により示され
るようにサイドローブにより囲まれたメインローブを一般に有する。上で説明した図にお
けるビーム強度プロファイルの広がりは、矩形プロファイルの両側においては０への瞬時
の降下により明確に規定され、中心ピークから次第に減衰するプロファイル６０のような
実際のビームプロファイルはシステム設計者の基準により決定される空間的広がりを有す
る。ビーム強度プロファイルの有効な広がりに対して用いられる１つの共通強度レベルは



(5) JP 5260874 B2 2013.8.14

10

20

30

40

50

、強度が図５においてメインローブのどちらかの側部の点６２及び６４で示されている強
度ピークから３ｄＢだけ減衰した点である。この実施例において用いる３ｄＢの点を用い
る場合、空間サンプリングのための有効なビーム範囲はＤ１からＤ２までの距離に亘って
広がっていることが分かる。適切なナイキスト空間サンプリングのために、隣接する類似
した範囲のビーム６６の３ｄＢの点は、図６に示すように、ビーム６０の３ｄＢの点６２
と６４との間に入る必要がある。しかしながら、それらのビームが更に広く広がっている
場合、即ち、走査される領域の幅が増加する又はビーム密度が減少する場合、ビーム７０
及び７６の３ｄＢの点７２、７８、７４が図７に示すような空間サンプリングのためのナ
イキスト基準を十分満たすように、それらのビームの点広がり関数は変化される。
【０００９】
　より広いメインローブの送信ビームを与える点広がり関数は、ビームプロファイルの中
心の周りの広い領域に高周波を当てる。こらは、各々の送信ビームに応答して非常に多数
の受信マルチラインの受信を可能にする。送信ビームが広くなるにつれて、各々のマルチ
ラインプロファイルと送信ビームプロファイルの積は各々の送信－受信の組み合わせのた
めの点広がり関数の改善を与える。この場合の点広がり関数は、各々の受信マルチライン
のより狭いビームプロファイルにより決定付けられる。マルチラインの受信及び走査線の
補間によりボリュームライン密度を増加させるシステムについては、米国特許第６，４９
４，８３８号明細書を参照されたい。
【００１０】
　空間サンプリングのためのナイキスト基準を十分に満足することに代えて、特定のアプ
リケーションがナイキスト基準に及ばないが、所定の手順に対して満足する空間サンプリ
ングビーム分散を維持するように決定されることは可能である。例えば、産科医は、妊娠
期間の計算のために胎児の骨を測定するように胎児を撮像することが可能である。そのよ
うな検査において、組織のテクスチャは重要ではないが、より高いフレームレートは満足
に測定することが可能である子宮内で動いている胎児の画像を与えることが可能である。
産科医は、解剖学的特徴の組織が適切な位置にある場合、満足し、その場合、より低い周
波数で十分である。図８は、隣接する３ｄＢの点８４（距離の軸における位置Ｄ２）にお
いて重なり合っている２つの隣接するビームプロファイル８０、８２を示している。幾つ
かの空間サンプリングアーティファクトがこのビームの広がりから発生する一方、それら
のアーティファクトは、胎児の骨を測定する能力を著しく妨げるレベルにはない。撮像さ
れるボリュームが増加する場合、送信ビームの開口は、ビームプロファイルを、それ故、
問い合わせされる空間情報の広がりを広げるように調節されることが可能である。図９は
、グラフィカルに空間アンダーサンプリングするために発生するアーティファクトと空間
サンプリング周波数との間の関係を示している。撮像される領域又はボリュームは、空間
遮断周波数ｆｃの２倍である空間サンプリング周波数ｆｓにおいてサンプリングされるこ
とが可能である。サンプリングされる解剖学的情報は、上側周波数ｆｈまで減衰する空間
周波数８６の帯域を有する。従って、ｆｃより高い空間周波数は、破線８８で示されてい
る下側周波数ｆｃ－ｆｈに戻るようにエイリアジングを生じる。特定のアプリケーション
においては、そのようなエイリアジングは許容可能である。換言すれば、スペックルパタ
ーンのようなテクスチャが診断に対して望ましい場合、高空間周波数において、そのよう
なエイリアジングは生じず、空間サンプリングｆｓがなされる必要がある。
【００１１】
　効果的なデータ取得デザインにおいては、サンプリング帯域又は空間分解能は、達成可
能なトランスジューサ分解能（開口径及び音響波長により特徴付けられる）及び所望の出
力帯域幅又はボリューム撮像レートに適合される。異なる、トランスジューサの幾何学的
構成、出力ライン密度及びボリューム撮像レートの組み合わせは可変取得分解能を用いる
効果的なデザインに繋がる。プログラム可能ビームフォーマを用いる超音波システムにお
いては、空間点広がり関数は、所望の出力ライン密度に空間分解能を最適に適合するよう
に調節されることができ、そのことは、二次元又は三次元画像のフレームレートを決定す
る。最大ボリューム画像レートが所望される三次元走査のアプリケーションにおいては、
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出力ライン密度にサンプリング分解能を適合させるように送信開口、受信開口又はそれら
両方の開口のアポダイゼーションを調節することにより、点広がり関数を変えることがで
きる。この調節がどのようにしてなされるかについての簡単な実施例に関して図１０を参
照して説明する。医師が胎児の頭部の三次元撮像を実行することを希望することを想定す
る。三次元トランスジューサプローブが、図１０に示すようなピラミッド型ボリューム９
０を走査することができるアレイトランスジューサを有することを更に想定する。そのア
レイトランスジューサはそのボリューム９０の頂点９２に又はその直上に位置付けられる
。その図に示すように、７ｃｍの深さに広がり、仰角方向に３０°及び方位角方向に３０
°に形付けられたボリューム内に全体的な胎児の心臓を捕捉することができるように医師
が求めたことを更に想定する。音波が７ｃｍの深さに達し、戻るために必要なラウンドト
リップ時間は、この実施例においては、１００μｓｅｃであると仮定されている。これは
、１つの走査線に対する取得時間が１００μｓｅｃであることを意味する。更に、医師は
、１秒毎に３０ボリュームのフレームレートを所望していると仮定する。所望のフレーム
レート３０ｖｏｌ（ボリューム）／ｓｅｃ及びライン時間１００μｓｅｃ／ｌｉｎｅから
、３３３本のラインが、ボリュームフレームレートの要求に適合するように割り当てられ
た時間内にボリューム９０を走査するために用いられることが理解できる。方位角方向及
び仰角方向において異なるライン密度を用いることができるが、この実施例においては、
両方の方向において一様なライン密度を用いるようになっている。方位角方向に１８本の
ラインと仰角方向に１８本とを有する割り当てられたラインの数は、ボリューム９０のベ
ースに沿った小さい線描写により示されているように分布している。３０°毎のボリュー
ム領域測定に対して、これは、それらのラインが略１．６°の中心間の間隔を有すること
を意味する。５０％の重なり合いを有するナイキスト基準に適合するように且つ仰角方向
及び方位角方向におけるナイキスト基準を満足するように、１．６°の点広がり関数が用
いられる必要がある。対角線方向において、そのボリュームは僅かに空間的にアンダーサ
ンプリングされ、それは、必要に応じて、ビームプロファイルを僅かに広げることにより
又はライン密度を高くすることにより克服することが可能である。二次元アレイトランス
ジューサを用いて三次元における点広がり関数を形作る能力は、点広がり関数の有利な形
の形成を更に可能にする。例えば、点広がり関数は、ボリュームにおいてより効率的にビ
ームを充填するために六角形近似をもたらすように形作られることができる。例えば、ビ
ーム走査及び六角形のアレイトランスジューサの製造及び使用について記載している、米
国特許第６，３８４，５１６号明細書、米国特許第６，４９７，６６３号明細書及び米国
特許出願公開第０９／９０８，２９４号明細書を参照されたい。
【００１２】
　それ故、ボリューム領域について走査基準をデザインするための方法は、所望の出力ボ
リュームサイズ（上記の実施例においては、３０°ｘ３０°ｘ３ｃｍ）及び所望のボリュ
ーム取得レート（上記の実施例においては、３０ｖｏｌｕｍｅ／ｓｅｃ）を決定すること
から開始する。ライン密度は、所望のボリュームサイズ及びボリューム取得レート（上記
の実施例においては、３３３ｌｉｎｅ／ｖｏｌ）により支援されて計算される。ライン密
度は、全ての方向において非対称又は対称であることが可能である。それ故、方位角及び
方位角の両方におけるライン密度（この実施例においては、１．６°）をサンプリングす
るために必要である点広がり関数が計算される。次いで、送信ビームに対して、好適には
、送信ビーム及び受信ビームの両方に対して、方位角及び仰角の点広がり関数の計算を与
えるアポダイゼーション関数が選択される。本発明の原理に従ったこのような方法を実行
するための超音波システムを図１１に示す。三次元撮像を可能にする超音波プローブ１０
は、三次元ボリュームに対してビームを送信し、各々の送信ビームに応じて単一の又は複
数の受信ビームを受信する二次元アレイトランスジューサ１２を有する。適切な二次元ア
レイについては、米国特許出願公開第０９／６６３，３５７号明細書及び米国特許第６，
４６８，２１６号明細書に記載されている。そのアレイの送信ビーム特性はビーム送信器
１６により制御され、そのビーム送信器は、アポダイズされたアレイの開口要素が人体の
ボリューム領域を透過して所望の方向に所望の広がりを有するフォーカシングされたビー
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ムを出射するようにする。送信パルスは、ビーム送信器１６からそのアレイの要素まで送
信／受信スイッチ１４により結合される。送信ビームに応じてアレイ要素により受信され
るエコー信号はビームフォーマ１８に結合され、ここで、アレイトランスジューサの要素
により受信されたエコー信号は、送信ビームに応じて単一の又は複数の受信ビームを形成
するように処理される。この目的のために適切なビームフォーマについては、米国特許出
願公開第０９／７４６，１６５号明細書に記載されている。システムビームフォーマ１８
内にビームフォーマ回路構成の全てを収容するのではなく、ビームフォーマ回路構成は、
米国特許第６，４６８，２１６号明細書に記載されているように、プローブ１０とシステ
ムとの間に備えられることが可能である。
【００１３】
　ビームフォーマ１８により生成される受信ビームは、フィルタリング及び直交復調のよ
うな機能を実行する信号処理器に結合される。処理された受信ビームはドップラ処理器３
０及び／又はＢモード処理器２４に結合される。ドップラ処理器３０はドップラパワー又
は速度情報にエコー情報を処理する。三次元ドップラ情報は三次元データメモリ３２に記
憶され、その三次元データメモリから、その三次元ドップラ情報は、米国再発行特許発明
第３６，５６４号明細書に記載されている三次元パワードップラディスプレイのような種
々の形式で表示される。Ｂモード撮像に対して、受信ビームは包絡線検波され、信号はＢ
モード処理器３４により適切なダイナミックレンジに圧縮され、次いで、三次元データメ
モリ３２に記憶される。三次元データメモリは、３つのアドレスパラメータを有する何れ
のメモリ装置又はメモリ装置の群を有することが可能である。三次元データメモリ３２に
記憶された三次元画像データは幾つかの方法で表示のために処理されることが可能である
。それらの一方法はボリュームについて複数の二次元平面を生成することである。これに
ついては、米国特許第６，４４３，８９６号明細書に記載されている。そのようなボリュ
ーム領域の平面画像はマルチプレーナリフォーマッタ３４により生成される。三次元画像
データは又、ボリュームレンダ３６により三次元表示を形成するようにレンダリングされ
ることが可能である。その結果得られる画像は、米国特許第５，７２０，２９１号明細書
に記載されているように、Ｂモード、ドップラ又はそれらの両方であることが可能であり
、画像処理器３８に結合され、それらの画像はその画像処理器から画像ディスプレイ４０
に表示される。
【００１４】
　本発明の原理に従って、図１１の超音波システムは、ビーム送信器１６及び受信ビーム
フォーマ１８の両方を制御するビームフォーマ制御器２２を有する。ビームフォーマ制御
器２２は、医師がビームフォーマ制御器のための撮像パラメータを設定することが可能で
あるユーザインタフェース２０に対して応答する。医師は、例えば、ボリューム走査領域
の方位角方向及び仰角方向の幅、走査領域の深さ及び要求されるフレームレートのための
値を入力することが可能である。Ｐｈｉｌｉｐｓ　Ｕｌｔｒａｓｏｕｎｄ社製のシステム
のような超音波システムは、医師による検査の種類、即ち、“組織に特徴的な撮像”とし
て知られる特徴の選択に応じてそれらのシステムの初期パラメータの設定を自動的に選択
することができる。それらのパラメータから、ビームフォーマ制御器は、上記のようなラ
イン密度及びボリューム領域を走査するために用いることができるライン数と、そのライ
ン密度のために必要な点広がり関数とを計算することができる。焦点面の点広がり関数は
開口関数のフーリエ変換であるため、ビームフォーマ制御器２２は、必要なアレイの開口
を計算するために点広がり関数の逆フーリエ変換を実行することができる。代替として、
所望の点広がり関数のためのパラメータは予め計算され、プログラムされた焦点パラメー
タと共に実行されるようにシステムにおいて記憶されることができる。点広がり関数は開
口関数に略反比例するため、適切な開口を選択することにより点広がり関数を“その場で
（ｏｎ　ｔｈｅ　ｆｌｙ）”決定することは又、十分であることが可能である。開口のト
ランスジューサ要素への又はその要素からの信号はシェーディング（異なる重み付け又は
アポダイズ）されるため、点広がり関数は大きいライン間隔（少ないライン密度）が割り
当てられるように広げられる。換言すれば、ビーム幅は開口の幅に反比例する。トランス
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ジューサ要素数及び送信及び／又は受信のためのアクティブな開口の位置、並びにそれら
の要素への又はそれらの要素からの信号の重み付けを変えることにより、音響ビームのメ
インローブの幅は所望の点広がり関数に合うように調整される。それらの原理が光学系の
場において示されている、文献、Ｏｐｔｉｃｓ，Ｓｅｃｏｎｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　ｂｙ　
Ｅｕｇｅｎｅ　Ｈｅｃｈｔ（Ａｄｄｉｓｏｎ－Ｗｅｓｌｅｙ　Ｐｉｂ．Ｃｏ．）ａｔ　Ｃ
ｈ．１１及びＩｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　Ｔｏ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｏｐｔｉｃｓ　ｂｙ　
Ｊ．Ｗ．Ｇｏｏｄｍａｎ（ＭｃＧｒａｗ－Ｈｉｌｌ　Ｂｏｏｋ　Ｃｏ．）ａｔ　Ｃｈ．４
を参照されたい。
【００１５】
　図１２ａ乃至１２ｊは、本発明の原理に従ったボリューム撮像のための異なる開口及び
アポダイゼーションの組み合わせを用いる点広がり関数における変化を示している。それ
らの図の各々において、ベースグリッドの数は、仰角方向及び方位角方向における大きさ
の指標を表している。仰角方向及び方位角方向に一様にサイズ決めされ、間隔をおかれた
トランスジューサ要素のアレイに対して、それらの図におけるベースグリッドは、６４個
ｘ６４個の要素のトランスジューサアレイの要素に対応している。グリッド（要素）の各
々の点の上方のビームパターンの高さは、その特定の点（アレイの要素）における相対的
なアポダイゼーション関数に対応している。それ故、各々のビームパターンの下のグリッ
ド領域の形状はアクティブな開口に対して用いられる要素を表し、それらの要素の上方の
ビームパターンの形状は焦点において点広がり関数を生成するために用いられるアポダイ
ゼーション関数を表している。図１２ａにおいては、アクティブな開口は方位角方向の１
６個の要素及び仰角方向の１６個の要素の対称的な中央の領域を有する。ハニング窓は、
形１００で示されているように、方位角方向及び仰角方向の両方におけるアポダイゼーシ
ョンについて用いられる。このような開口関数は、中央から仰角方向及び方位角方向の両
方にスムーズに且つ一様に減衰し且つ中央において最大強度（最大重み付け）を有するよ
うに、図１２ｂに示されている焦点において、点広がり関数又はビームパターン１０２を
生成する。ハニング窓アポナイゼーションは比較的低い側部のローブレベルを結果的に得
る。
【００１６】
　図１２ｃは、方位角方向に１６個の要素及び仰角方向に３２個の非対称な１対２の開口
により生成される開口関数１１０を示している。ハニング窓は、トランスジューサの中央
の共通の中心点から各々の範囲に開口をスムーズにアポダイズするように用いられる。こ
のような開口関数は、図１２ｄに示すような点広がり関数又はビームパターン１１２を生
成する。仰角方向の範囲においてより広いアパーチャ関数は、焦点における仰角方向の範
囲においてより狭い点広がり関数１１２を生成することが理解できる。図１２ｄに示すよ
うな点広がり関数は、より高い空間分解能又は異なるマルチラインの数が一の範囲におい
て他の範囲に対して所望されるときに用いられることが可能である。
【００１７】
　図１２ｅは、図１２ｃの開口関数の逆の様子を示している。この場合、開口関数１２０
は、図１２ｆに示すように、方位角方向においてより広い幅を有し、仰角方向の範囲にお
いてより狭いビームパターン又は点広がり関数を生成する。このような点広がり関数は、
方位角方向の範囲における大きい横分解能又は仰角方向の範囲における高密度のマルチラ
インの配列が所望されるときに用いられることが可能である。
【００１８】
　図１２ｇは、不変の（矩形）アポダイゼーションを有する１対２の開口の開口関数１３
０を示している。スムーズなアポダイゼーション関数が欠けることにより、仰角方向の範
囲及び方位角方向の範囲の両方においてメインローブ１３２及びサイドローブ１３４を示
す焦点におけるビームパターン又は点広がり関数を生成する。スムーズに変化するはニン
グ窓が、図１２ｉにおいて開口関数により示されているように、仰角方向の範囲における
アポダイゼーション関数に対して用いられる場合、その結果として得られる点広がり関数
１４２は、図１２ｊに示すような仰角方向の範囲ではなく、方位角方向の範囲における大
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きなサイドローブ１４４を有する。
【００１９】
　図１３ａ乃至１３ｄは、所望の空間サンプリング周波数を与えるより広い又はより狭い
点広がり関数を生成するようにビームフォーマ制御器により開口関数及びアポダイゼーシ
ョン関数を設定することにより開口関数がどのように変化するかを示している。図１３ａ
は、仰角方向及び方位角方向の両方におけるハニング窓と８ｘ１６個の要素のアクティブ
な開口を有する非対称な三次元開口関数を示している。このような開口関数は、図１３ｂ
に示すような焦点における点広がり関数１５２を生成する。点広がり関数１５２は、比較
的低いサイドローブレベルを有し、方位角方向の範囲において広く、仰角方向の範囲にお
いて相対的に狭い。このような性質のビームを用いて走査されるボリュームが高いフレー
ムレートで走査されるようになっている場合、図１３ｃに示すような開口関数１６０を用
いることが可能である。図１３ｃに示すように、新しい開口関数は、５ｘ８個の要素の開
口のみを占め、ハニング窓を用いてアポダイズされる。この開口関数は、図１３ｄに示す
ような焦点において非常に広い点広がり関数１６２を生成する。図１３ｂのビームパター
ンのビームより少ない図１３ｄのビームパターンのビームが、所定の大きさのボリューム
を走査するために必要とされ、それ故、そのボリュームはより高いボリューム表示レート
において走査されることが可能であることが理解できる。
【００２０】
　本発明の実施形態は、点広がり関数が変化するにつれて、必要に応じて、有利であるこ
とに、増加した走査深さを与える。医療用超音波トランスジューサの音響出力は、殆どの
国において、ピーク音圧及び平均又は長期間熱エネルギーの最大許容可能レベルにより統
制されている。米国においては、それらのパラメータは、音響伝達の機械的指数及びＩＳ
ＰＴＡを制限することにより制御される。図１３ｂは、比較的狭い点広がり関数のビーム
プロファイルを示し、ここで、送信ビームのエネルギーの殆どは、アレイの比較的狭い中
央領域において広がり、それ故、人体において比較的集中される、比較的狭い中央ローブ
１５２の状態で集中される。ピーク音圧限界を超えることを回避するように、中央ローブ
１５２の比較的密に詰まった領域におけるエネルギーは比較的低いレベルに制限される必
要があり、ビームプロファイル限界の狭い横方向の広がりはビームにより供給される全体
のエネルギーを制限する。図１３ｄは、他方で、医師がより高いボリュームフレームレー
ト又はより広いボリューム領域を要求するときに用いることが可能である比較的広い点広
がり関数のビームプロファイルを示している。そのような場合、ナイキスト基準又はナイ
キスト関連基準に適合する、減少されたビーム密度のためのより広い点広がり関数が用い
られる。このビームについては、アレイトランスジューサからのエネルギーは、人体にお
けるより大きい領域、即ち、より広いビームパターン１６２の領域に対して分布する。点
広がり関数はこのようにより広いローブを示すため、より大きいエネルギーはより少ない
トランスジューサにより伝達される。従って、送信ビームはより大きいエネルギーを有し
、人体においてより深い深さまで達することができ、音響出力限界を侵すことなくより深
い深さからの有用なエコー情報を得ることができる。従って、点広がり関数における変化
と呼応して全音響出力パワーを変化させることにより、点広がり関数における変化を、有
利であることに、音響的侵入及び画像の臨床的に有用な深さを増大させるように用いるこ
とができる。
【００２１】
　点広がり関数が緩和される（広がる）につれて、ビームの有効な焦点範囲はより深い深
さ範囲に対して広がる。広がった焦点の深さは、増加した場の深さが撮像されることがで
き、焦点があったまま維持されることを意味する。増加した場の深さは、複数の焦点領域
の必要性を低減し、それにより、ボリュームフレームレートを高くすることができる。複
数の焦点領域の必要性の低減は、複数の伝達焦点領域によりもたらされるボリュームフレ
ームレートの低下が大きいため、三次元撮像において非常に重要である。
【００２２】
　他の考慮が又、アポダイゼーション関数のデザインに対して有効である。例えば、角度
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操作されるフェーズドアレイは、急勾配で操作されるビームがトランスジューサ許容可能
角度効果をもたらすアレイの側部において異なったパフォーマンスを行う。角サンプリン
グ密度がボリュームに亘って一定に維持されるようになっているとき、アポダイゼーショ
ン関数は、画像領域の異なる部分において可変点広がり関数に繋がるトランスジューサ許
容可能角度効果を補償するようビーム角度を伴って変化することが可能である。
【００２３】
　当業者は他の変形を容易に発想することができるであろう。例えば、点広がり関数を形
付ける能力は、ビーム密度及びビーム幅が画像の場に亘って変化するようにすることが可
能である。高いビーム密度は、緩和された点広がり関数とボリュームの横方向の極限にお
いて用いられる低いビーム密度とを伴って、ボリュームの中央で用いられることが可能で
ある。
【００２４】
　本発明の実施形態を、利用されるものより高い分解能を取得しないことにより情報移動
効率及びエコー情報の情報コンテンツを改善するように、必要に応じて用いることができ
る。本発明の実施形態は又、三次元撮像のために空間的（方位角方向及び仰角方向）帯域
幅を制限するように開口関数を用いることにより非常に最適なサンプリング関数を提供す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】一次元の状態で理想的なビーム強度を示す図である。
【図２】適切な空間サンプリングを与える２つのビームの理想的なビーム強度を示す図で
ある。
【図３】ナイキスト基準を満足しない空間サンプリングを与える２つのより広い間隔をお
いたビームの理想的なビーム強度を示す図である。
【図４】ナイキスト基準を満足する空間サンプリングを与える２つのより広い間隔をおい
たビームの理想的なビーム強度を示す図である。
【図５】例示としての超音波ビームのローブパターンを示す図である。
【図６】ナイキスト基準を満足する空間サンプリングを与える２つの超音波ビームの例示
としてのローブパターンを示す図である。
【図７】ナイキスト基準を満足する空間サンプリングを与える２つのより広い間隔をおい
た超音波ビームの例示としてのローブパターンを示す図である。
【図８】制御された程度までナイキスト基準を満足しない空間サンプリングを与える２つ
の超音波ビームの例示としてのローブパターンを示す図である。
【図９】例示としての空間サンプリングスペクトルを示す図である。
【図１０】本発明の原理に従って効率的に走査されるようになっているピラミッド型のボ
リューム領域の方位角方向の範囲及び仰角方向の範囲を示す図である。
【図１１】本発明の原理に従って構成されたボリューム超音波診断撮像システムを示す図
である。
【図１２ａ】開口関数とアポダイゼーション関数との異なる組み合わせを用いて種々のビ
ームの焦点における点広がり関数における変化を示す図である。
【図１２ｂ】開口関数とアポダイゼーション関数との異なる組み合わせを用いて種々のビ
ームの焦点における点広がり関数における変化を示す図である。
【図１２ｃ】開口関数とアポダイゼーション関数との異なる組み合わせを用いて種々のビ
ームの焦点における点広がり関数における変化を示す図である。
【図１２ｄ】開口関数とアポダイゼーション関数との異なる組み合わせを用いて種々のビ
ームの焦点における点広がり関数における変化を示す図である。
【図１２ｅ】開口関数とアポダイゼーション関数との異なる組み合わせを用いて種々のビ
ームの焦点における点広がり関数における変化を示す図である。
【図１２ｆ】開口関数とアポダイゼーション関数との異なる組み合わせを用いて種々のビ
ームの焦点における点広がり関数における変化を示す図である。
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【図１２ｇ】開口関数とアポダイゼーション関数との異なる組み合わせを用いて種々のビ
ームの焦点における点広がり関数における変化を示す図である。
【図１２ｈ】開口関数とアポダイゼーション関数との異なる組み合わせを用いて種々のビ
ームの焦点における点広がり関数における変化を示す図である。
【図１２ｉ】開口関数とアポダイゼーション関数との異なる組み合わせを用いて種々のビ
ームの焦点における点広がり関数における変化を示す図である。
【図１２ｊ】開口関数とアポダイゼーション関数との異なる組み合わせを用いて種々のビ
ームの焦点における点広がり関数における変化を示す図である。
【図１３ａ】本発明の原理に従って制御される点広がり関数を用いて二次元における比較
的狭い超音波開口の例示としてのローブパターンを示す図である。
【図１３ｂ】本発明の原理に従って制御される点広がり関数を用いて二次元における比較
的狭い超音波開口の例示としてのローブパターンを示す図である。
【図１３ｃ】本発明の原理に従って制御される点広がり関数を用いて二次元における比較
的広い超音波開口の例示としてのローブパターンを示す図である。
【図１３ｄ】本発明の原理に従って制御される点広がり関数を用いて二次元における比較
的広い超音波開口の例示としてのローブパターンを示す図である。
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